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アメリカにおける COLA（Cost of 
Living Adjustment）の歴史的経緯
と近年の動向

この論文は，アメリカにおける COLA（Cost of Living Adjustment）の歴史的経緯とそ
の近年の動向について詳述している。COLA は，インフレに伴う生活費の上昇に対応し
て賃金や給付を自動的に調整する仕組みであり，特に社会保障や労働契約において重要な
役割を果たしてきた。第二次世界大戦後の急激なインフレ期に初めて導入された COLA
は，1970 年代の高インフレ期に法制化され，特に社会保障制度において，受給者の購買
力を守るための主要な手段として機能してきた。また，1948 年に UAW（全米自動車労働
組合）が GM との労働契約において COLA を初めて導入したことで，その後，他の労働
組合や企業にも広がり，多くの産業で標準的な条項となった。1980 年代以降，グローバ
ル化や経済状況の変化により，企業は COLA によるコスト増を懸念し，その削減や再交
渉が進行した。2020 年代に入ると，再びインフレが問題となり，特にコロナ禍後の経済
環境下で，COLA の重要性が再認識されている。しかし，企業と労働者の間での交渉は
依然として難航しており，今後も COLA の役割は重要視され続けるものの，その適用方
法や範囲には柔軟かつ継続的な見直しが求められると考えられる。また，技術革新や労働
市場の変化が進む中で，COLA の効果的な運用が今後の課題となることが考察される。
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Ⅰ　COLA の歴史的背景

１　初期の歴史

　COLA（Cost of Living Adjustment）は，日本語
で「生活費調整」と訳され，インフレによって引
き起こされる生活費の上昇に対応するために賃金
や給付を自動的に調整する仕組みを指す。アメリ
カにおけるこの制度の導入は，第二次世界大戦後

の激しいインフレがきっかけである。
　第二次世界大戦が終結した 1945 年以降，アメ
リカは経済の急速な変動期に入った。戦時中の経
済統制が解かれ，産業は平時の生産体制に移行
し，消費財への需要が急増した。しかし，一方
で，戦時中に蓄積された供給不足が存在し，これ
が物価上昇を引き起こした。特に，食料や住宅，
衣料品といった生活必需品の価格が急騰し，多く
の労働者や年金受給者がその影響を直接受けるこ
とになった。
　このような状況の中で，生活費の増加に対応す
るための賃金調整が必要とされるようになり，
COLA の概念が初めて広く認知されるように
なったのは，この時期のことである 1）。政府は，
社会保障受給者の購買力を守るために，インフレ
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に連動して給付額を調整する必要性を認識した。
そして，1950 年に社会保障制度において初めて
インフレ調整が導入された。当初の調整は完全な
インフレ補償ではなく，一定のインフレ率を超え
た場合にのみ適用されるものであったが，これは
後の COLA の基本形になる。
　このインフレ調整の導入は，当時のアメリカ経
済において非常に重要な転換点となった。戦後の
インフレは，賃金の実質価値を減少させ，多くの
労働者や年金受給者の生活を困難にした。このた
め，生活費の上昇に応じて賃金や給付を調整する
仕組みが不可欠であり，社会保障制度における
COLA の導入は，受給者の購買力を守るための
重要な手段とされた。
　さらに，民間セクターでも同様の課題が発生し
た。1940 年代末から 1950 年代にかけて，インフ
レは労働者の賃金の実質価値を大きく削減した。
このため，労働組合は，インフレに対応した賃 
金調整の必要性を強く主張するようになった。 
後に詳しく触れるように，特に UAW（United 
Autoworkers Union：全米自動車労働組合）などの
大規模な労働組合は，インフレに対応した賃金調
整を求める交渉を進めた。1948 年，UAW は GM

（General Motors：ゼネラル・モーターズ）との契約
において，初めて正式に COLA 条項を導入した。
これにより，賃金はインフレに応じて自動的に調
整されるようになり，労働者の生活水準を維持す
るための重要な手段となった 2）。
　この初期の COLA 導入は，アメリカの労働運
動において画期的なものであり，他の労働組合や
企業にも影響を与えた。UAW が導入した COLA
は，その後，他の労働組合との交渉においても標
準的な条項となり，広く普及した。この結果，イ
ンフレに応じた賃金調整は，アメリカの労働市場
において一般的なものとなり，生活費の変動に対
応するための重要な仕組みとして定着した 3）。
　こうした歴史的背景から，COLA はアメリカ
における賃金や給付の調整手段として確立され
た。特に，インフレが経済に与える影響が大きい
時期においては，その重要性が際立った。戦後の
経済状況とインフレの影響に対応するために生ま
れた COLA は，今なおアメリカの経済政策と労

働政策において重要な役割を果たし続けることに
なる。

２　社会保障制度での COLA

　1970 年代は，アメリカの経済史において特に
インフレが深刻化した時期として知られている。
この時期に，社会保障制度（Social Security）の給
付額がインフレに連動して自動的に調整される
COLA が法的に導入された。これは，急激なイ
ンフレによって生活費が大幅に上昇し，年金受給
者や低所得者層の生活が圧迫されたことが背景に
ある 4）。
　1970 年代初頭，世界経済は石油危機の影響を
受け，物価が急騰した。1973 年と 1978 年に起
こった石油ショックは，原油価格の急激な上昇を
引き起こし，これが他の多くの消費財やサービス
の価格にも波及することになる。このため，イン
フレ率が急速に上昇し，1970 年代後半には年平
均で 10％近いインフレが続く異常事態となった。
このような状況下で，固定された金額で支給され
る社会保障給付は，インフレによってその実質的
な価値を急速に失い，受給者の生活水準が大幅に
低下することが懸念された。
　この問題に対処するため，1972 年にアメリカ
議会は社会保障制度において COLA を法的に導
入する決定を下した。これにより，インフレ率に
応じて社会保障給付が自動的に調整されるように
なり，受給者の購買力を維持するためのメカニズ
ムが確立された。この新しい法規制に基づいて，
社会保障給付は消費者物価指数（CPI）の変動に
基づいて毎年見直され，インフレが一定の基準を
超えた場合には給付額が引き上げられることと
なった。
　1975 年から，COLA は毎年適用されるように
なり，これによって社会保障受給者はインフレか
らある程度保護されることになった。具体的に
は，前年度の CPI の変動を基に，次年度の社会
保障給付額が調整される仕組みである。この自動
調整制度は，インフレが急激に進行する時期にお
いても，受給者が経済的に対応できるようにする
ための重要な措置とされた。
　1970 年代の高インフレは，アメリカ経済に深刻
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な影響を与えたが，社会保障制度における COLA
の導入は，特に高齢者や障害者といった固定収入
に依存する層にとって，大きな安心材料となっ
た。これ以前にも，インフレに応じた給付額の調
整は個別の法律で対応されていたが，恒常的か 
つ自動的な調整メカニズムが導入されたことで，
給付額の実質価値がより確実に保たれるように
なった。
　この制度の導入は，受給者の購買力を守るだけ
でなく，社会保障制度全体の信頼性を高めること
にも貢献した。1970 年代のインフレ期において，
COLA は年金受給者の生活を支える不可欠な要
素となり，その後の経済状況が変わっても，制度
の基礎として機能し続けた。また，この仕組みは
アメリカの他の社会保障プログラムや，労働者の
賃金調整にも影響を与え，COLA の概念が広範
に受け入れられるきっかけとなった。
　 こ の よ う に し て 1970 年 代 に 法 制 化 さ れ た
COLA は，現在でもアメリカの社会保障制度の
中核的な要素として機能している。制度の設計に
おいては，インフレから受給者を守るために細心
の注意が払われており，その後の法改正や制度見
直しの中でも，COLA は受給者の経済的安定を
確保するための重要な仕組みとして維持されてき
た。特に，インフレが再び経済問題として浮上す
るような状況では，COLA の存在が再評価され，
その意義が再確認されることとなる。
　1970 年代のアメリカは，経済的に非常に困難
な 時 期 で あ っ た が， 社 会 保 障 制 度 に お け る
COLA の導入は，インフレの影響を緩和し，受
給者の生活を支えるための重要な一歩となった。
この制度の導入とその後の発展は，アメリカの社
会保障の歴史における重要な節目であり，現代に
至るまでその影響を与え続けている。

3　民間労働契約への影響

　1960 年代から 1970 年代にかけて，アメリカで
はインフレが労働者の生活に大きな影響を与え，
賃金の実質価値が減少するという問題が深刻化し
た。この状況に対応するため，UAW をはじめと
する労働組合は，賃金の購買力を保つための手段
として，労働契約に COLA 条項を導入する動き

を強めた。
　UAW は特にこの分野で先駆的な役割を果たし
た。彼らは 1948 年に GM との労働契約におい
て，初めて COLA 条項を導入した。この条項は，
インフレが一定の水準を超えた場合に賃金を自動
的に調整する仕組みを提供し，労働者の生活水準
を保つことを目的としていた。当時のアメリカ経
済は，戦後のインフレとその影響に直面しており，
労働者の賃金が急速に目減りするという課題に直
面していた。UAW の交渉により，この COLA
条項は，自動車産業の労働者に対する経済的安全
保障を提供し，他の労働組合や産業にも大きな影
響を与えた。
　1960 年代に入ると，アメリカ経済はさらにイ
ンフレの影響を受け始め，労働者の賃金調整がま
すます重要な課題となった。UAW は，こうした
状況下でより積極的に COLA を推進し，他の自
動車メーカーや産業全体にこの考えを広めた。特
に，フォードやクライスラーなどの自動車メー
カーとの交渉では，COLA 条項が重要な交渉ポ
イントとなり，これらの企業でも同様の条項が導
入されるようになった。結果として，自動車産業
全体で COLA が一般的な慣行となり，他の産業
でもこの動きが広がっていった。
　1970 年代に入ると，インフレ率はさらに高騰
し，労働者の生活に深刻な影響を与えた。この時
期には，石油ショックが世界経済に大きな打撃を
与え，アメリカ国内の物価が急上昇した。UAW
を含む多くの労働組合は，こうした経済状況に対
応するため，COLA の重要性をさらに強調し，
労働契約におけるこの条項の拡大を進めた。
　実際に COLA を組み込んだ自動車産業労働者の
収入は，非組合部門を含むアメリカにおける平均
収入に比較して大幅に増加した。Katz によると，
自動車工場組立工と民間部門の生産労働者との時
給の格差を比較してみた場合，1948 年：1.29，1950
年：1.18，1955 年：1.17，1960 年：1.18，1965 年：
1.19，1970 年：1.32，1975 年：1.42，1980 年：1.55
と 50 年代は縮少したもののその後徐々に差が拡
大している 5）。この時期における COLA の拡大
は，自動車産業労働者の賃金がインフレの影響を
受けて実質的に目減りするのを防ぐための重要な
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手段となった。当然ながら UAW の交渉の成功に
より，他の労働組合も次第に COLA を労働契約
に組み込むことに着目することにつながる。結果
として 1976 年には製造業における 71％の労働協
約に COLA 条項が含まれ，非製造業では 54％の
労働協約に COLA が含まれるようになり，多く
の産業に波及していった 6）。
　こうした背景から，1960 年代から 1970 年代に
かけて，UAW をはじめとする労働組合の活動
が，アメリカにおける COLA の普及に大きな役
割を果たしたといえる。労働者の賃金をインフレ
から守るためのこの仕組みは，労働運動の重要な
成果の 1 つとされ，今日に至るまでアメリカの労
働契約における重要な要素となっている。これに
より，労働者はインフレによる生活費の上昇に対
応できる賃金調整を受けることができ，生活の安
定を確保することができたのである。

Ⅱ　UAW における COLA の導入と影響

１　UAW の役割

　すでに少し触れたように，1948 年，UAW は GM
との労働契約において，アメリカで初めて COLA
条項を導入したが，この条項はインフレが一定の
水準を超えた場合に，労働者の賃金が自動的に引
き上げられるというもので，これにより，労働者
の購買力を保護することが目的とされた。
　もっともこの 1948 年の労働協約改定交渉の前
後では，COLA だけが目覚ましい進展を見たわけ
ではない。1946 年に会長に就任したウォルター・
ルーサー（Walter Reuther）のリーダーシップの
もと，1948 年に 3 年ないしは 5 年おきに改定交
渉を行う複数年協約，1950 年の企業年金制度と
企業負担による医療保険制度，1955 年の失業保
険の付加給付制度（Supplemental Unemployment 
Benefit），1961 年のプロフィット・シェアリング
の導入と軌を一にする 7）。
　当初，この COLA 条項は革新的なものであり，
他の労働組合や企業に大きな影響を与えた。GM
はアメリカの主要産業の 1 つであり，UAW との
契約内容は他の産業にも波及効果をもたらした。

UAW が GM との契約で COLA を導入した後，
フォードやクライスラーなどの他の自動車メー
カーも同様の条項を受け入れたことにより，自動
車産業全体で COLA が標準的な契約条項として
定着していった。
　この動きは，自動車産業にとどまらず，他の産
業にも影響を与えた。特に，鉄鋼業や通信業な
ど，インフレの影響を強く受ける産業では，労働
者の賃金調整がますます重要な課題であった。
UAW が先導した COLA の導入は，こうした産
業においても採用されるようになり，アメリカ全
体で COLA が広がる結果となった。
　さらにいうと，UAW が導入した COLA 条項
は，労働者の生活水準を守るための重要な手段で
あるとともに，労働組合の交渉力を強化する要素
でもあった。インフレが進行する中で，労働者の
賃金が自動的に調整される仕組みは，労働組合に
とっても大きな交渉材料となり，他の交渉におい
ても有利に働くことが多かったためである。
　UAW の COLA 導入は，アメリカの労働運動に
おける重要な転換点であった。労働組合が労働者
の経済的安全を確保するために積極的に交渉し，
インフレの影響から労働者を守るための具体的な
措置を講じたことは，他の労働組合や企業にとっ
ても大きな教訓となった。結果として，COLA
はアメリカの労働契約において一般的な要素とな
り，今では多くの労働契約において標準的に組み
込まれるようになっている 8）。
　UAW が 1948 年に導入した COLA 条項は，単
なる一企業との交渉結果にとどまらず，アメリカ
全体の労働契約における新しいスタンダードを築
いたと言える。今日に至るまで，UAW のこの歴
史的な取り組みは，アメリカの労働契約における
COLA の普及と定着に大きく寄与しており，そ
の影響は現在も続いている。

２　経済的影響

　1948 年に UAW が GM との労働契約で初めて
COLA 条項を導入したことは，アメリカの労働
市場と経済全体に多大な影響を与えた。COLA
の導入は，インフレによって労働者の購買力が削
られるのを防ぐための有効な手段であり，特に自
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動車産業の労働者にとって重要な経済的安定策と
なった。
　自動車産業はアメリカ経済の重要な一部を占め
ており，そこで働く労働者の数も非常に多いた
め，COLA の導入は彼らの生活水準を守ることに
直結した。COLA が導入されることで，賃金がイ
ンフレに応じて自動的に調整される仕組みが整い，
労働者の購買力が守られるようになった。これに
より，彼らは生活必需品やその他の消費財を購入
するための力を維持することができ，結果として
経済全体の消費需要を支える役割も果たした。
　1948 年の協定においては，COLA による自動
エスカレーターは消費者物価指数が 1.14 ポイン
ト上昇するごとに，1 時間あたり 1 セントの賃金
上昇をもたらした。これは組立工にとって，この
COLA 方式がほとんど生活費保護に相当すると
言え，消費者物価指数で測定されるインフレ率が
1％上昇するごとに，1％の COLA の賃金上昇が
自動的に発生することを意味するという 9）。
　また 1955 年以降，COLA 方式は全国協定で定
期的に改定されることになる。1970 年代初頭まで
は数度に及ぶ改定を経て，COLA エスカレーター
は，インフレ率が 1％上昇するごとに 0.8％の賃
金が上昇し，つまりインフレを約 80％カバーす
る水準に落ち着いていた。
　その後，1970 年代後半から 1980 年代初頭の労
使交渉において，COLA の計算式は更に細かく変
更され，複雑化することになる。賃金と消費者物
価指数が上昇するにつれて，COLA の計算式に
もさまざまな条件がつくことになった。1979 年
から 1982 年にかけて Ford-UAW 労働協約では，
COLA は消費者物価指数が 0.30 ポイント上昇す
るごとに 1 時間あたり 1 セントの賃金上昇を規定
していたものの，契約の 3 年目には 0.26 ポイン
ト上昇するごとに 1 セントの賃金上昇へと変更さ
れた 10）。
　同時に，COLA の導入は企業にとって新たなコ
スト負担をもたらした。インフレに応じて賃金を
自動的に引き上げることは，企業の人件費の増加
につながり，特に景気が悪化している時期やイン
フレ率が高騰している時期には，企業の経営を圧
迫する要因となった。自動車産業のような製造業

においては，人件費の増加は製品のコストにも影
響を与え，それが製品価格の上昇に結びつく可能
性があった。これにより，競争力の低下や，価格
転嫁が難しい場合には企業の収益性が圧迫される
ことにもつながった。
　また 1970 年代 Ford-UAW 交渉に見られるよう
に，企業が COLA によるコスト増加を補うため
に，他の費用を削減，労働力の合理化を進める動
きも生じた。これにより，一部の労働者が雇用不
安に直面し，労働条件が悪化するリスクも生じ
た。さらに，企業側が COLA の影響を受けて，
労働組合との交渉が難航するケースも見られた。
特に 1970 年代のような高インフレ時代には，企
業側が COLA 条項の削減や再交渉を求めること
が増え，労使間の緊張が高まる要因となった 11）。
　さらに COLA および AIF（Annual Improvement 
Factor：年次改善係数）によって生じた賃金上昇
は，急速に拡大する福利厚生パッケージの費用を
賄うために部分的に転用されるケースも出てき
た。1967～1970 年の Ford-UAW 労働協約では，
福利厚生パッケージに追加された追加休暇の費用
を賄うために，予定されていた COLA の 1 セン
トが廃止され，1979 年の協約では，予定されて
いた COLA の 14 セントが福利厚生の費用を賄う
ために転用された 12）。
　しかしながら，全体的には，COLA の導入は労
働者の生活安定に寄与し，消費を通じて経済を支
える役割を果たしたともいえる。企業にとっての
コスト増加は避けられないものであったが，安定
した購買力を持つ労働者層の存在は，経済全体の
安定に貢献した。また，COLA を導入することで
労働組合が得た交渉力の強化は，他の労働契約や
産業にも波及し，結果的にアメリカの労働市場全
体での賃金交渉に影響を与えた。
　たとえば鉄鋼産業では，1970 年に導入された
実験的交渉協定（the Experimental Negotiating 
Agreement）において，労働者がストライキ権を
放棄する引き換えに，賃金率の自動的な上昇が規
定された。また自動車産業の GM では，インフレ
からの脱却を目指すため，1970 年にストライキ
を開始した。この 66 日に及ぶストライキのあと，
GM 経営陣は新 UAW 会長に就任したレナード・
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ウッドコック（Leonard Woodcock）と従来の賃金
方式である COLA，プラス 3％の AIF の賃金上
昇で合意した。こうした鉄鋼産業や自動車産業に
おける賃金率自動上昇の動きはアメリカ中に広が
り，1970 年に主要な協約（1000 人以上の労働者を
対象にする協約）のもとで 4 分の 1 だけが COLA
の保護を受けていたのに対し，1977 年までには
すべての主要な協約の 61％まで上昇した 13）。
　結果として，組合員の賃金は相対的に上昇幅が
大きく，組合員と非組合員との賃金格差は 1960 年
代の 19％から 1970 年代の 30％にまで上昇した 14）。
　このように，自動車産業における COLA の導
入は，労働者にとっては重要な経済的安全策とな
り，企業にとっては新たなコスト負担の原因とも
なったが，アメリカ経済全体に広範な影響を与え
たことは間違いない。COLA はその後の労働契
約の標準的な要素として定着し，インフレ時代に
おける労働者の生活を守る重要な手段となった。

３　1980 年代以降の変遷

　1980 年代に入ると，アメリカの製造業は激し
い国際競争にさらされるようになった。特に日本
やドイツをはじめとする工業先進国が技術革新と
効率的な生産体制を武器に，世界市場で急速に
シェアを拡大していったことが，アメリカの製造
業に大きな圧力をかけた。この国際競争力の低下
により，アメリカの企業はコスト削減と生産性向
上の必要性に迫られ，これが労働組合との交渉に
おいても重要なテーマとなった。
　UAW などの強力な労働組合が確立していた
COLA 条項も，この時期に再び注目されるよう
になった。インフレに応じて自動的に賃金が引き
上げられるこの仕組みは，1970 年代の高インフ
レ期に労働者を守るために重要な役割を果たした
が，1980 年代には逆に企業側からの反発が強ま
りつつあった。企業にとって COLA は，労働コ
ストの上昇を自動的にもたらす要因であり，特に
インフレが続く中で競争力を維持するためには，
その影響を何らかの形で抑制する必要があった。
　1980 年代初頭のレーガン政権下で行われた経
済政策は，規制緩和と市場自由化を強調してお
り，これにより企業が労働組合と再交渉を行うた

めの政治的環境が整えられた。多くの企業が，特
に製造業でのコスト構造を見直す一環として，
COLA 条項の再交渉に踏み切った。この過程で，
労働者側と企業側の緊張が高まり，ストライキや
労使紛争が発生するケースも増えた。たとえば従
業員による譲歩の多かった 1982 年には多くの
COLA に対する制限がなされ，賃金の凍結または
削減を含む契約のうち 11％が COLA 条項を撤回
し，17％が COLA を凍結または一時停止，21％
が COLA 支給を他に流用，または制限した 15）。
　また BLS（Bureau of Labor Statistics：アメリカ
合衆国労働省労働統計局）によると，1995 年の時
点では，12 万 9000 人の労働者を対象とする 32
の協定では条項が保持され，9 万 4000 人の労働
者を対象とする 12 の協定では COLA 条項が廃止
され，1 万 4000 人の労働者を対象とする 3 つの
和解では COLA 条項が追加されていた 16）。
　また 2003 年の協約では本来，COLA の支払い
に当てられるはずだった資金の一部が，高騰する
医療費の支払いに回された。この年の協約改定交
渉において，デトロイト 3［GM，フォード，クラ
イスラー（ステランティス）］は 11 の工場を閉鎖
し，さらに 7 つの工場を売却することを表明した。
　2000 年代以降，GM では 2003 年と 2007 年に
おいて，この消費者物価指数が 0.08 ポイント（正
確には 0.08159）上昇するごとに 1 セント賃金上昇
へと COLA の上げ幅が狭められた 17）。
　こうした再交渉・譲歩交渉の結果，いくつかの
企業では COLA 条項が削減または凍結されること
になった。企業側はインフレが比較的安定してい
る状況下で COLA を削減することで，長期的なコ
スト負担を軽減しようとした。たとえば，フォー
ドと GM では，労働組合と合意の上で COLA の
一部を削減するか，将来的にインフレが急騰した
場合にのみ発動されるような条件付きの条項に変
更する動きがこの時期に見られた。アメリカ全体
で見た場合，譲歩交渉とインフレ抑制の結果，
COLA 条項を含む主要な労働協約のもとで働く
労働者の割合は 1980 年の 58％から，1986 年には
40％にまで減少した。また対象となる労働者数も
530 万人から 260 万人へ減少した 18）。
　一方で，労働組合側もこうした再交渉に応じざ
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るを得ない状況があった。アメリカ製造業の国際
競争力が低下し，国内の雇用が危機にさらされる
中で，労働組合は雇用の確保と引き換えに一部の
賃金上昇を抑える方向にシフトせざるを得なかっ
たからである。また，1980 年代半ばには，イン
フレが徐々に落ち着いてきたこともあり，COLA
の必要性が以前ほど高くないと考えられるように
なった。
　しかし，完全に COLA を廃止することは難し
く，多くの契約では，インフレ率が再び上昇した
際には自動的に再適用される条項が残された。こ
れにより，企業は短期的なコスト増加を避ける一
方で，将来のインフレリスクに対応するための柔
軟性を維持した。
　UAW は 2007 年に大規模な譲歩を迫られ，そ
の直後の 2008, 2009 年の金融危機を発端にして，
デトロイト 3 は非常に厳しい財務危機に直面し
た。これにより各社はさまざまな事業再構築が余
儀なくされたが，COLA も停止することで労使
間の合意がなされた。その後，2011 年に行われ
た協約改定交渉では COLA は一時停止されたま
ま，2015 年協約改定交渉において GM は COLA
を保留扱いにされたものの，フォードとクライス
ラーでは COLA の文言は完全に削除されるに
至った。
　こうした変遷は，アメリカの労使関係における
力関係の変化を示すものであり，また，グローバ
ル化が進む中で，企業が国際競争に勝ち残るため
にどのように労働コストを管理するかが重要な課
題であることを浮き彫りにした。1980 年代以降，
アメリカの製造業はコスト削減と効率化を進める
一方で，労働者の経済的安定を維持するためのバ
ランスを模索し続けることになる。COLA 条項
の再交渉とその結果は，こうした試行錯誤の一環
として理解されるべきであろう。

Ⅲ　近年の COLA の動向と UAW の事例

１　2020 年代のインフレと COLA

　2020 年代に入ると，世界は新型コロナウイル
ス（COVID-19）パンデミックの影響を受け，経

済的に大きな変動を経験した。パンデミックによ
るサプライチェーンの混乱，労働市場の逼迫，そ
して大規模な経済刺激策などが相まって，インフ
レ率が急上昇した。特に 2021 年以降，アメリカ
では物価の上昇が顕著になり，生活費が急速に増
加した。このような状況下で，COLA の重要性が
再び注目されるようになった。
　COLA は過去には 1970 年代の高インフレ期に
導入され，多くの労働者や年金受給者の購買力を
守るために重要な役割を果たしてきた。しかし
1980 年代以降，インフレ率が比較的安定してい
た時期には，COLA の役割が一部縮小されるな
ど，あまり注目されなくなっていた。
　そこで 2020 年代に入ってからのインフレ高騰
により，COLA の意義が再認識されるようになっ
た。特に UAW はこの問題を中心に据えて，企
業との交渉を進めている。パンデミック後の経済
回復が進む一方で，インフレが労働者の実質賃金
に与える影響が無視できない状況となり，UAW
は再び COLA 条項の強化を求めるようになった。
　次節で詳しく述べるが，2023 年には UAW が
主導する一連のストライキが話題となった。この
ストライキの背景には，急速なインフレによって
労働者の生活費が増加し，賃金の実質価値が低下
しているという現実がある。UAW は，インフレ
によって失われた賃金の購買力を補償するため，
企業との交渉において COLA の再導入や強化を
要求した。具体的には，インフレ率に応じた賃金
調整を確実に行うための仕組みを労働契約に盛り
込むことが求められた。
　これに対して，企業側はコスト増加への懸念を
示した。インフレが続く中で COLA を導入する
ことは，企業の人件費を自動的に増加させる要因
となり，特にパンデミック後の不確実な経済環境
においては，企業の財務的な負担を増大させるリ
スクがある。したがって，企業と労働組合の間で
の交渉は難航することが予想された。
　しかし，労働者側の要求は強く，インフレによ
る生活費の増加に対応できない賃金体系では，労
働者の生活水準を維持することが難しいという主
張が展開された。特に UAW は，自動車産業が
パンデミック後の需要増加に対応している中で，
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労働者の賃金もそれに見合った形で保護されるべ
きだと強調した 19）。
　最終的に，こうした交渉の結果として，いくつ
かの企業では COLA の再導入や，インフレ率に
応じたボーナス制度の導入が進められることと
なった。これにより，労働者はインフレから自分
たちの賃金を守るための一定の保障を得ることが
できた。一方で，企業側も一定のコスト増加を受
け入れつつ，競争力を維持するためのバランスを
模索している。
　2020 年代のインフレは，1970 年代以来の高水
準であり，労働者の購買力を守るための COLA の
重要性が再び浮き彫りになっている。特に UAW
はこの議論の中心に位置し，労働者の権利と経済
的安定を確保するために重要な役割を果たしてい
る。この動きは，アメリカ全体の労働市場におい
ても大きな影響を与え続けることが予想される。

２　UAW と 2023 年のストライキ

　2023 年，アメリカの自動車産業は UAW による
大規模なストライキに直面した。このストライキ
は，コロナ禍後の急激なインフレとそれに伴う生
活費の高騰が背景にあり，特に賃金の実質価値を
守るための COLA が主要な争点となった 20）。
　UAW の主張は，労働者が高騰する生活費を賄
えるようにするために，インフレ率に応じて賃金
を自動的に調整する仕組みが必要であるというも
のであった。パンデミック後の経済不安が続く中
で，物価の上昇は労働者の家計に直接的な影響を
与えており，固定賃金では実質的な購買力が大き
く低下してしまう状況であった。UAW は，こう
した状況に対応するためには，インフレに連動し
た賃金調整が不可欠であると強調した。
　企業側もこの問題を深刻に受け止めた。特に，
自動車産業はグローバルな競争にさらされてお
り，コスト増加は競争力を削ぐリスクを伴う。イ
ンフレが続く中で，COLA による賃金を自動的に
引き上げる仕組みは，企業の利益率を圧迫し，ひ
いては雇用削減や生産拠点の海外移転といった決
断を迫られる可能性も存在した。
　こうした中で，UAW は強力な交渉を展開した。
組合は，自動車産業がコロナ禍後に利益を上げ続

けている点を強調し，労働者もその成果を享受す
る権利があると主張した 21）。特に，労働者の賃
金がインフレによって実質的に減少している現状
を訴え，企業がその負担を労働者と共有する必要
があると強調した。
　交渉は難航し，最終的にはストライキという形
で対立がエスカレートした。UAW は，インフレ
補償としての COLA の再導入を確実にするため
に，全米の工場での大規模なストライキを敢行し
た。このストライキは，自動車産業全体に大きな
影響を与え，生産ラインの停止や納期の遅れが広
がった。企業側も業務を継続するために代替策を
模索したが，UAW の強力な団結と交渉力の前に
譲歩を余儀なくされた 22）。
　最終的に，交渉の結果として，デトロイト 3 は
UAW の要求に応じ，COLA を再導入することに
合意した。具体的には，インフレ率に基づいた賃
金調整が再び契約に盛り込まれ，これによって労
働者の実質賃金がインフレの影響から守られる仕
組みが復活した 23）。また，企業によっては，イン
フレが一定の水準を超えた場合に追加の賃金補償
を行うといった柔軟な対応策も取り入れられるよ
うになった 24）。
　ちなみに COLA 以外にもいくつかの争点があっ
た。他には① 2028 年 4 月までの 4 年半で 25％の
賃金引き上げ，②二重賃金制の廃止，③初任給の
引き上げ，④最高の賃金水準に達するまでの期間
を 8 年から 3 年に短縮，⑤工場閉鎖を巡るストラ
イキ権の獲得，⑥最大 200 時間への有給休暇の増
加［クライスラー（ステランティス）以外］，⑦臨
時工を一定期間後に正社員化することであった
が，結果的にこれらの点で組合は要求を勝ち取っ
た 25）。
　この 2023 年の UAW ストライキは，パンデミッ
ク後の経済環境における労働者の権利と賃金の実
質価値をめぐる重要な闘争となった。COLA の再
導入は，労働者がインフレによる生活費の高騰に
対応できるようにするための重要な手段として位
置づけられ，今後もアメリカの労働契約において
重要な役割を果たし続けると予想される。また，
このストライキは，労働組合が依然として強力な
交渉力を持ち，企業と労働者のバランスを取る上
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で重要な存在であることを示すものといえる。

３　現代の課題と展望

　これまでのところ，現代の経済環境において
COLA は，労働者の生活水準を守るための重要
な手段であり続けている。しかし，グローバル化
の進展や労働市場の急速な変化に伴い，この制度
を維持することは以前にも増して困難な課題と
なっている。企業は競争力を保つために柔軟な労
働契約を求める一方で，労働者はインフレによる
生活費の増加に対応するため，賃金の実質価値を
維持することを強く求めているからである。
　まず，グローバル化がもたらす経済環境の変化
について考えると，企業は世界規模での競争に直
面している。製造業やサービス業を問わず，多く
の企業が生産コストを削減し，効率を追求するた
めに，労働力の柔軟な配置やコスト管理が求めら
れている。このため，固定的な賃金調整を伴う
COLA のような制度は，企業にとって負担とな
ることが多く，特にインフレが続く局面ではその
負担が顕著になる。企業は利益率を維持しつつ，
国際市場での競争力を確保するために，労働契約
の柔軟化を進めたいと考えている。
　一方，労働者の立場から見ると，COLA は生
活費の上昇に対応するための重要なセーフティ
ネットである。特に，インフレが進行している時
期には，賃金の実質価値が目減りすることを防ぐ
ために，生活費に応じた賃金調整が必要不可欠で
ある。固定収入に依存している労働者にとって，
COLA は生活水準を守るための重要な手段であ
り，これがないと経済的な不安定に直面する可能
性が高まる。
　ちなみに現代の UAW は，自動車労働者だけ
を組織化しているわけではなく，異なる産業領
域，たとえば大学でティーチング・アシスタント
やリサーチ・アシスタントとして勉強しつつ働く
大学院生や，ネバダ州ラスベガスにおけるカジノ
労働者の多くを組織化している。たとえば大学院
生たちはコロナ禍以降のインフレにより生活が苦
しくなり，いくつかの大学では COLA を求めて
ストライキを起こしている 26）。
　COLA 導入に前向きな労働組合は UAW だけで

はない。労働組合の COLA 政策に対する体系的な
調査は行われていないと思われるが，AFSCME

（American Federation of States, County, and Municipal 
Employees：アメリカ州郡都市職員連盟），SEIU

（Service Employees International Union：サービス
従業員国際組合），IBT/Teamsters（International 
Brotherhood of Teamsters：トラック運転手組合）と
いった大手で影響力のある労働組合は COLA を
推進する立場を取っている 27）。
　現在のところ，労働協約に COLA が含まれて
いる労働組合がどれだけあるかは不明である。
BLS によると，資金制限のため，1995 年以降は
COLA に関するデータ収集を中止しているから
である。ただし既述のコーネル大学労使関係学部
ハ リ ー・ カ ッ ツ 教 授 に よ る と，1995 年 以 降，
COLA による調整が大幅に増加したと考える理
由はないし，コロナ禍の以前に回復したという証
拠はないという 28）。
　現代の労使交渉では，COLA を維持することが
ますます難しくなっている。企業は，労働コスト
の上昇を抑えるために，従来の固定的な賃金調整
の枠組みを見直し，パフォーマンスに基づいた賃
金体系や柔軟な労働条件を導入しようとしてい
る。これは，特に非正規雇用や短期契約が増える
中で，企業が迅速に市場変動に対応できるように
するための戦略の一環である。しかし，これに対
して労働者側は，生活費が上昇する中で賃金が実
質的に減少することへの懸念を表明しており，強
固な COLA 条項の維持を求めている。
　さらにより大きな視点から見ると，技術革新の
進展によって労働市場は急速に変化していること
も挙げられる。特に自動化や人工知能の導入によ
り，従来の労働のあり方が変わりつつある。これ
により，高度なスキルを持つ労働者とそうでない
労働者との間で賃金格差が拡大し，COLA のよ
うな一律の賃金調整が適切に機能しないケースも
増えてきている。高スキル労働者は市場価値に応
じた報酬を得ることができる一方で，低スキル労
働者はインフレの影響を直接的に受けやすく，賃
金の実質価値が低下するリスクが高まる。
　こうした複雑な状況の中で，COLA をどのよ
うに維持し，効果的に運用するかが問われてい
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る。企業と労働者の双方が納得できる形で，賃金
調整の枠組みを再構築することが必要である。一
部の企業では，従来の COLA に代わり，業績連
動型のボーナスや，インフレ率に応じた特別手当
等を拡充する動きが見られる 29）。これらにより，
企業サイドとしてはコスト管理の柔軟性を保ちな
がら，労働者の生活水準を守ることが可能になる
からである。
　これらいくつかの代表的な報酬制度改革例の特
徴を考えてみると，以下のようになろう。
　賃金額それ自体の引き上げは，COLA のように
インフレ率や物価指数に依存せず，全労働者の賃
金を一律に引き上げるというシンプルなものであ
る反面，物価上昇に直接対応するわけではないた
め，インフレが急速に進行した場合には賃金が追
いつかず，生活費に見合わない賃金となるリスク
がある。
　プロフィット・シェアリングは以前から労使双
方から人気の高い賃上げ手法であり，現在のアメ
リカ自動車産業でも，2009 年 COLA 廃止後も強
化される傾向にあった。ただし企業の業績が良く
ないときには支給が減少するリスクがある。
　一時金・ボーナスもアメリカ自動車産業では旧
来から定着している賃上げ手法であり，企業に
とっても長期的な固定費を増やすことなく，労働
者に報酬を与えることが可能である。
　徒弟・見習い訓練期間の例に見られるような段
階的な賃上げという手法もある。これにより労働
者に長期勤続のインセンティブとするメリットは
存在するものの，今回のアメリカ自動車産業にお
ける 2023 年労働協約では，いわば同一労働同一
賃金原則に悖るという UAW による反対から撤
回された。
　最後にスキル・成果・知識に基づく賃上げ手法
であるペイ・フォー・スキル／パフォーマンス／
ノリッジ等もある。これも労働者個別の技能，パ
フォーマンス，知識に応じて賃上げ可能となるの
で，労働者のモチベーション及び企業の生産性向
上につながることが期待されるところである。一
見したところ何ら問題がなく，優れた手法のよう
に見えるものの，アメリカにおいて実際に運用す
る際には，うまく機能しないことが実は多い。日

本の職場とは異なり，人事考課に対し欧米のブ
ルーカラー労働者は極めて強い抵抗感を持つた
め，技能，パフォーマンス，知識等を上司などの
他者から評価されることを嫌う。そこで上司を抜
きにして，これら技能などを自己申告，または職
場の同僚間で相互評価するなど，さまざまな試み
が 1980 年代以降のアメリカでなされたが，概ね
うまく行かないことが多かった 30）。
　ごく最近の事例ではないが，篠原（2003）では
アメリカ企業における報酬制度改革の傾向が調査
され，まとめられた。これによると明白な強い共
通した傾向は見いだせず，アメリカ企業において
は報酬制度改革への評価，認識が依然として定
まっていないことが明らかにされている。ただし
いていうと，プロフィット・シェアリングが相対
的にやや高く評価されていることが見いだせて 
いる。
　以上のこうした文脈で考えると，突出して選好
されている賃金手法は最近のアメリカでは見受け
られず，同様に COLA も誰から見ても望ましい
という，いわば「ベストな」存在というものでは
なく，長所も短所も伴う，数あるさまざまな賃金
手法のうちの一形態，と位置づけることが適切で
はないかと思われる。
　今後の展望として，COLA の維持は依然として
重要な課題であるが，その形態や適用方法につい
てはさらなる革新が求められる。グローバルな経
済環境と労働市場の変化に対応するためには，企
業と労働者が新たな賃金調整の枠組みを共に模索
し，双方の利益をバランスさせることが求められ
る。これにより，持続可能な経済成長と労働者の
生活安定を両立させることができるからである。

Ⅳ　むすびにかえて―COLA の将来

　COLA は，インフレによる生活費の上昇に対応
するために賃金や給付を自動的に調整する仕組み
であり，今後もその重要性が高いままであること
が予想される。しかし，適用方法やその範囲につ
いては，経済状況や労使交渉の力関係によって変
動する可能性が高いと考えられる。
　まず，インフレの影響が続く限り，COLA の必
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要性は明白であろう。特に，生活費が急速に上昇
する状況において，固定賃金では労働者の購買力
が低下し，生活の質が著しく損なわれる可能性が
ある。このような状況では，インフレに応じて賃
金を自動的に調整する COLA は，労働者の生活
水準を維持するための重要な手段となる。インフ
レが続く限り，COLA の役割は不可欠であり，
特に賃金がインフレに追いつかない場合にその効
果が発揮される。
　しかし，COLA の適用方法や範囲は，経済環境
の変化に伴って柔軟に対応する必要がある。たと
えば，インフレ率が低い時期や経済が安定してい
る時期には，COLA の調整頻度や適用範囲が縮小
される可能性がある。逆に，インフレ率が急上昇
した場合には，より広範な労働者に対して COLA
が適用されることが求められることが考えられる。
　また，労使交渉の力関係も COLA の未来に大き
な影響を与える要因である。労働組合が強い交渉
力を持っている場合，企業に対して COLA の導
入や強化を求めることが可能とある。特に，イン
フレによって生活費が増加している状況では，労
働組合は COLA を労働者の経済的安定を確保す
るための重要な手段として交渉の中心に据えるこ
とが予想される。しかし，企業側はコストの増加
を抑制するために，COLA の適用を制限するか，
柔軟な賃金調整を求める傾向がある。特に，グ
ローバル化が進展する中で，企業は国際競争力を
維持するために，コスト管理に厳しい姿勢をとる
ことが多く，COLA の適用範囲や条件を巡る交渉
は難航することが予想される。
　さらに，技術革新や労働市場の変化も COLA
の未来に影響を与える要因である。自動化やデジ
タル化が進展する中で，労働市場の需要が変化
し，高度なスキルを持つ労働者と低スキルの労働
者との間で賃金格差が広がる可能性がある。こう
した状況では，全ての労働者に一律に適用される
COLA が必ずしも適切でない場合も考えられる。
このような多様な労働市場のニーズに対応するた
めには，COLA の適用方法や対象者について再評
価が必要となる。
　今後の展望として，COLA の役割は引き続き重
要であり続けるが，その適用方法や範囲は柔軟に

見直されるべきである。インフレが経済に影響を
与え続ける限り，労働者の生活水準を守るための
手段として COLA は不可欠であるが，経済状況
や労使交渉の力関係に応じて，その制度設計を適
切に調整することが求められる。また，技術革新
やグローバル化が進展する中で，労働市場の多様
なニーズに対応できる新しい賃金調整の仕組みが
必要となる可能性もある。企業と労働者の双方
が，経済的な安定を確保しつつ，持続可能な成長
を達成するために，COLA の未来を共に考え，
構築していくことが求められている。
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